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（様式１）

（部局名：　都市建設部）
（取りまとめ課：　都市建設総務課　電話 088-823-9216）

市　側 相 手 方

1

工事の施工に伴い第三者
に及ぼした損害の補償に
関する覚書

R3.2.24 都市建
設部長

高知市長 (有)福井
工業　代
表取締役

春野町５号線道路改良工事において第三
者から建物等の損害に対する補償の申出
があったため，工事の施工に伴い第三者
に及ぼした損害の補償に関する覚書を交
わしたもの。

道路整
備課

一部公開
（法人の代表者
印の印影）

2

高知市駐車場の管理運営
に関する年度協定書

R3.4.1 都市建
設部長

高知市長 (株)高知
市中心街
再開発協
議会　代
表取締役

高知市駐車場の管理運営に関する基本協
定書（協定期間：平成30年４月１日～令
和５年３月31日）に基づき，高知市駐車
場の管理運営に関する年度協定書を締結
したもの。

都市建
設総務
課

一部公開
（法人の代表者
印の印影）

3

工事の施工に伴い第三者
に及ぼした損害の補償に
関する覚書

R3.4.26 都市建
設部長

高知市長 (株)新都
メンテナ
ンス　代
表取締役

五台山字法如坊水路改良工事において第
三者に損害を与えたため，工事の施工に
伴い第三者に及ぼした損害の補償に関す
る覚書を交わしたもの。

河川水
路課

一部公開
（法人の代表者
印の印影）

4

わんぱーくこうち管理運
営に関する年度協定書

R3.4.1 都市建
設部長

高知市長 (公財)高
知市都市
整備公社
理事長

わんぱーくこうちの管理運営に関する基
本協定書（協定期間：平成30年４月１日
～令和５年３月31日）に基づき，わん
ぱーくこうち管理運営に関する年度協定
書を締結したもの。

みどり
課

一部公開
（法人の代表者
印の印影）

5

六泉寺町市営住宅（26号
棟・中）入居者の水道料
金等の滞納に関する覚書

R3.2.10 住宅政
策課長

高知市長

高知市上
下水道事
業管理者

市営住宅
管理セン
ターセン
ター長

六泉寺町市営住宅（26・27号棟）の各戸
検針及び各戸徴収サービスに伴い，入居
者が水道料金及び下水道使用料を滞納し
た場合の「督促状」「催告書兼予告書」
「停水執行」「苦情及び開栓処理」「水
道料金等の徴収」を入居者に対処する権
限を上下水道局が代理行使することに関
し，六泉寺町市営住宅（26号棟・中）入
居者の水道料金等の滞納に関する覚書を
交わしたもの。

住宅政
策課

一部公開
（団体のセンタ
ー長印の印影）

概  　要 ・ 背  　景
所管
課等

・公開等の区分
（公開しない部
分）

備考

覚書等整理表（令和４年１月公表分）

№ 覚　書　等　件　名 文書日付
最終

決裁者

関係者名
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（部局名：　都市建設部）
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市　側 相 手 方
概  　要 ・ 背  　景

所管
課等

・公開等の区分
（公開しない部
分）

備考

覚書等整理表（令和４年１月公表分）

№ 覚　書　等　件　名 文書日付
最終

決裁者

関係者名

6

六泉寺町市営住宅（26号
棟・西）入居者の水道料
金等の滞納に関する覚書

R3.2.10 住宅政
策課長

高知市長

高知市上
下水道事
業管理者

市営住宅
管理セン
ターセン
ター長

六泉寺町市営住宅（26・27号棟）の各戸
検針及び各戸徴収サービスに伴い，入居
者が水道料金及び下水道使用料を滞納し
た場合の「督促状」「催告書兼予告書」
「停水執行」「苦情及び開栓処理」「水
道料金等の徴収」を入居者に対処する権
限を上下水道局が代理行使することに関
し，六泉寺町市営住宅（26号棟・西）入
居者の水道料金等の滞納に関する覚書を
交わしたもの。

住宅政
策課

一部公開
（団体のセンタ
ー長印の印影）

7

六泉寺町市営住宅（26号
棟・東）入居者の水道料
金等の滞納に関する覚書

R3.2.10 住宅政
策課長

高知市長

高知市上
下水道事
業管理者

市営住宅
管理セン
ターセン
ター長

六泉寺町市営住宅（26・27号棟）の各戸
検針及び各戸徴収サービスに伴い，入居
者が水道料金及び下水道使用料を滞納し
た場合の「督促状」「催告書兼予告書」
「停水執行」「苦情及び開栓処理」「水
道料金等の徴収」を入居者に対処する権
限を上下水道局が代理行使することに関
し，六泉寺町市営住宅（26号棟・東）入
居者の水道料金等の滞納に関する覚書を
交わしたもの。

住宅政
策課

一部公開
（団体のセンタ
ー長印の印影）

8

六泉寺町市営住宅（27号
棟・西）入居者の水道料
金等の滞納に関する覚書

R3.2.10 住宅政
策課長

高知市長

高知市上
下水道事
業管理者

市営住宅
管理セン
ターセン
ター長

六泉寺町市営住宅（26・27号棟）の各戸
検針及び各戸徴収サービスに伴い，入居
者が水道料金及び下水道使用料を滞納し
た場合の「督促状」「催告書兼予告書」
「停水執行」「苦情及び開栓処理」「水
道料金等の徴収」を入居者に対処する権
限を上下水道局が代理行使することに関
し，六泉寺町市営住宅（27号棟・西）入
居者の水道料金等の滞納に関する覚書を
交わしたもの。

住宅政
策課

一部公開
（団体のセンタ
ー長印の印影）
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（部局名：　都市建設部）
（取りまとめ課：　都市建設総務課　電話 088-823-9216）

市　側 相 手 方
概  　要 ・ 背  　景

所管
課等

・公開等の区分
（公開しない部
分）

備考

覚書等整理表（令和４年１月公表分）

№ 覚　書　等　件　名 文書日付
最終

決裁者

関係者名

9

六泉寺町市営住宅（27号
棟・東）入居者の水道料
金等の滞納に関する覚書

R3.2.10 住宅政
策課長

高知市長

高知市上
下水道事
業管理者

市営住宅
管理セン
ターセン
ター長

六泉寺町市営住宅（26・27号棟）の各戸
検針及び各戸徴収サービスに伴い，入居
者が水道料金及び下水道使用料を滞納し
た場合の「督促状」「催告書兼予告書」
「停水執行」「苦情及び開栓処理」「水
道料金等の徴収」を入居者に対処する権
限を上下水道局が代理行使することに関
し，六泉寺町市営住宅（27号棟・東）入
居者の水道料金等の滞納に関する覚書を
交わしたもの。

住宅政
策課

公開

10

覚書 R3.4.9 住宅政
策課長

高知市長 個人 近隣住民から空き家（旧南宝永町市営住
宅跡地家屋等）の老朽化について対応依
頼を受け，関係者と協議した結果，建物
の除却について同意が得られたため，経
費の負担等に関し，覚書を交わしたも
の。

住宅政
策課

一部公開
（個人の住所，
氏名，個人との
関係及び個人印
の印影）

３戸のうち
１戸は市の
所有

11

長浜原市営住宅９号棟ガ
ス供給設備に関する覚書

R3.6.1 住宅政
策課長

高知市長 四国岩谷
産業(株)
代表取締
役社長

長浜原市営住宅９号棟の各住戸へのガス
供給を離れたボンベ庫から行っている
が，令和３年３月の定期点検でガスボン
ベ庫から建物までの埋設配管からの漏え
いが判明した。
埋設ガス配管は，設置後40年が経過して
おり，配管全体の経年劣化が考えられる
ため，ガス供給業者と今後の対応につい
て協議した結果，ガスボンベ庫を建物階
段室ごとに設置し，ガス配管の維持管理
を行うこととした。
ガスボンベ庫は供給業者の設置とし，建
物外壁面から建物側のガス配管について
は，高知市の設置としたため，長浜原市
営住宅９号棟ガス供給設備に関する覚書
を交わしたもの。

住宅政
策課

一部公開
（法人の代表者
印の印影）



（ページ番号　4 / 4 ）

（様式１）

（部局名：　都市建設部）
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市　側 相 手 方
概  　要 ・ 背  　景

所管
課等

・公開等の区分
（公開しない部
分）
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№ 覚　書　等　件　名 文書日付
最終

決裁者

関係者名

12

テレビ電波障害等に関す
る補償契約書

R3.1.15 住宅政
策課長

高知市長 穴吹興産
(株)高知
支店　支
店長

相手方が施工したアルファステイツ高知
駅前Ⅱ新築工事の施工に伴い，栄田町コ
ミュニティ住宅１号棟のテレビ受信設備
等にテレビ電波障害等が発生したため，
新たな受信アンテナを補償にて設置する
ことが必要となったため，テレビ電波障
害等に関する補償契約書を締結したも
の。

住宅政
策課

一部公開
（法人の支店長
印の印影）

13

都市計画道路はりまや町
一宮線（はりまや工区）
の道路改良工事に伴う施
行及び管理等に関する基
本協定書

R2.6.15 都市建
設部長

高知市長 高知県知
事

都市計画道路はりまや町一宮線（はりま
や工区）の道路改良工事を行うに当た
り，事業の施行及び完了後の管理・供用
に関し，都市計画道路はりまや町一宮線
（はりまや工区）の道路改良工事に伴う
施行及び管理等に関する基本協定書を締
結したもの。

都市計
画課

公開


